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多様化する働き方と心理的契約のマネジメント 
 

神戸大学大学院経営学研究科准教授 
服部泰宏 

１．はじめに 
 
労働力の不足と人材の多様化 
総人口の減少や加速する少子高齢化などにより日本企業の労働不足が顕在化したこ

とを背景に、人材の多様化に関する議論が盛んになってきた（内閣府, 2015; 鶴, 
2016）。2018年１月に発表された 2017 年平均の有効求人倍率は 1.50倍であり、前
年比 0.14%増。過去最高だった 1973年（1.76 倍）以来 44 年ぶりの高水準である。景
気回復により企業の採用意欲が旺盛になったことに加えて、上記の構造的な理由によ
る人材不足が大きく影響している。例えばパーソル総合研究所によれば、日本経済が
今後 2.0%水準で成長した場合には 1,255 万人の、仮に 0.8%程度の水準であったとし
ても 583 万人程度の労働力不足が発生するという。日本の労働力はまさに、逼迫の時
を迎えている。 
これまで日本企業が主要な労働力と認識してこなかった多様な人材の活用の議論

は、こうした点を背景に行われている。例えばパーソル総合研究所（2016）によれ
ば、女性労働力人口に関して、30〜64 歳までの労働者数を世界トップのスウェーデン
並みに引き上げるためには、あと 350万人の供給増が必要とされる。同研究所は、
2025年時点のシニア人材の労働力の推計を発表しているが、それによれば同時点の
65〜69 歳の労働力率は男性で 57.６％、女性で 39.４％となっており、これを（2025
年時点の）60~64歳並みに引き上げると、167 万人の労働力増が見込まれるという。
外国人労働者については、2016 年時点で全体で 144 万人であり、これは労働人口全体
の 2.3%に過ぎず、アメリカの 16.２％、シンガポールの 37.９％、ドイツの 9.４％な
どと比べても低水準である。これを２倍に引き上げるだけで、34 万人程度の労働力増
が見込まれる。 
日本企業にとって有望な労働力として期待されるのは、なにも女性や外国人、シニ

アだけではない。LGBT、特定の宗教を信仰する人材や副業として自社に関わる人材
など様々な人材が考えられる。また人生百年時代にあっては（Gratton, 2016）、キャ
リアの途上であっても、大学院進学や専門学校など社会での学びを行う者が増えてく



るはずである。こうした多様な人材を会社の中に取り込み、マネジメントするために
一体何が必要なのか。こうした問題について真剣に議論するべき時が来ている。 
 
日本型雇用システムの概観：鍵となる「無限定性」 
そのためにまず、日本型雇用システムについて概観しておきたい。長きにわたっ

て、日本企業の雇用システムには、諸外国と比べて様々な特徴があることが指摘され
てきたが、それは主として、「長期雇用」「賃金の後払い」「遅い昇進」といった点
に関わるものであった。鶴（2016）によれば、重要なのはこうした日本型雇用システ
ムの特徴は、勤務地、職務内容、労働時間といった点が限定されない無限定性にあ
る。日本企業の場合、正社員については、将来の勤務地や入社後に従事する職務内容
に明確な範囲がなく、残業を受容することが社員側の義務として理解されてきた（服
部, 2013a）。会社側には極めて広範な人事権が付与されており、転勤や職務変更、残
業命令が会社から下された時、原則的に社員側には断る権利がなかったのだ。 
のちに述べるようにこの無限定性は、長期雇用がもたらすキャリアの安定性の対価

として、自らの「制約」を社員が放棄したことによって可能になったものであった。
勤務地、職務内容、労働時間などにおける無限定性は、社員がそうした点において本
来的に制約を抱えていないからではなく、そうした制約を社員自身が吸収することに
よって可能になった側面がある。濱口（2013）はこうした正社員の雇用を、「メンバ
ーシップ型」と絶妙に表現している。特定のジョブに焦点化することを目的とした欧
米流の「ジョブ型」とは異なり、特定の会社のメンバーになること、そしてそれを維
持することに注目が置かれるのである。 
この無限定性が日本企業の社員のデフォルト（初期設定）であるならば、2018年現

在検討されている人材の多様化は、様々な「制約」を抱えた個人が組織へと流入する
問題として捉えることができる。その意味でこれは、ジョブ型の雇用システムを採用
し、そもそも多様な人材を抱え込んできたアメリカ企業における人材の多様化の議論
とは若干様相が異なる。アメリカにおけるそれは、主として、価値観のような深層レ
ベル、あるいは人種や性別といった表層レベルにおいて多様な人材を、どのように組
みわせ、どのように成果へとつなげていくかという議論である。ここで重要になるの
は、相互に異質な人材同士の適合性や組み合わせといった水平的な適合性の問題にな
る。これに対して社員の無限定性を前提としてきた日本企業にあって人材多様化の問
題は、単に人材同士の水平的な適合性の問題である以上に、企業がよって立つ人事管
理そのものとの適合性の問題として捉える必要がある。 



 更に言えばこの問題は、「とにかく異質な人材を採用する」といった個別の人事管
理プログラタムを超えた、より根本的な問題として議論する必要がある。それは端的
に言えば、日本企業と社員との間で、社員が抱える様々な制約にあわえた個別的で、
具体的で、動態的な心理的契約（psychological contracts）を紡ぎ出す作業に他ならな
い。それは採用や育成といった人事管理の表層的なプログラム変更を超えた、人事管
理の基本原理における変更である。ではその新しい心理的契約とは一体どのようなも
のであり、その形成・維持・修正は誰によって行われる必要があるのか。人材の多様
化が避けられないトレンドだとして、それを推し進めるための現実的なマネジメント
の枠組みを提示することが、本稿の目的である。 
 
２．日本型雇用をみる眼：心理的契約 
 
心理的契約という考え方 
 まず本稿のコア概念である心理的契約について紹介しておきたい。アメリカのよう
な契約社会に限らず, ビジネスの世界においては、他者 (社) との関係が生ずる様々
な場面で、しばしば文章化された契約が取り交わされる｡契約書には双方が履行するべ
き具体的な事項が記載され、当事者はそれを確実に履行する法的な義務を負う｡ところ
が文章化された契約は、2 つの意味で不完全なものである (Rousseau 1989)｡  

1 つ目は、社員側と会社側双方の情報探索能力に限界があるため、契約書を作成す
る時点で、必要な情報をすべて手に入れる事ができないことである｡ 雇用関係が開始
される前の段階で、会社側が個々の社員の人格や仕事への意欲、離転職の可能性など
を完全に把握することはできないし、社員も組織の内部事情について詳細な知識を得
ることはできない｡ したがって当然のことながら、契約書にすべての内容を記述する
ことができない｡  

2 つ目は、環境の変化の予測に限界があるため、将来起こりうる事態を盛り込むこ
とができないことである｡ 仮に、契約成立時点で必要な情報がすべて手に入り、考え
うるあらゆる内容を契約書に記載することができたとしても, 契約当事者を取り巻く
外部環境や当事者自身が時間とともに変化する｡したがって契約書は、雇用関係が開始
される時点の情報に基づいて作成するしかない｡ 
にもかかわらず雇用関係が大きな問題なく形成・維持されるのはなぜだろうか｡ そ

の 1 つの答えを提供するのが心理的契約という概念である｡心理的契約研究を主導し
てきたカーネギー・メロン大学のDenise Rousseau によれば, 心理的契約とは ｢当該



個人と他者との間の互恵的な交換において合意された項目や状態に関する 個人の信
念｣ (Rousseau 1989 : p. 123) である｡要するに、会社と社員とがお互いに求め合って
いるものの具体的な内容（例えば「高い賃金」「会社への忠誠」）について合意して
いること、それが心理的契約である。会社と社員との相互期待といってもよいだろ
う。 
 必ずしも文章化されない相互期待としての心理的契約は、採用時に全てが明らかに
されるというよりは、社員と会社側とのコミュニケーションを通じて徐々に形成され
ていくことが多い（Schein, 1978; 服部, 2013a, 2013b）。採用面接や説明会の場はも
ちろん、入社後の組織社会化の過程の中で、会社からのメッセージ、上司や同僚との
コミュニケーションといった手段を通じて、お互い何を期待し、期待されているのか
ということが徐々に明らかにされていくのである。 
  
人事管理の基本原理としての心理的契約 
この心理的契約は、日本企業の人事管理と密接にかかわっている。端的にいえば、

日本企業の人事管理は心理的契約によって支えられてきたといえる。 
Arthur and Boyles（2007）によれば、企業の人事管理は、基本原理（principles）、

ポリシー(policies)、プログラム（programs）、プラクティス（practices）、風土
（climates）の５つのレベルに分類することができる（表．１）。 

 
表．１ 人事管理の階層性 

 定義 
HR の基本原理
（principles） 

人材というものを、また企業と人材との関係をどのように捉えているか
という点に関する企業の価値観や信念 

HR ポリシー(policies) 組織の中で行われる 人材マネジメントのプログラム、プロセス、技術と
いったことに関する、企業や事業単位での意図 

HR プログラム
（programs） 

企業で実際に導入される具体的な HR 施策の体系 

HR プラクティス
（practices） 

HR の諸活動を実際にどのように動かすかということに関わる取り決め 

HR 風土（climates） 諸施策に対して、組織内の人々の間で共有された知覚や解釈 
Arthur and Boyles（2007）を参考に筆者作成 

 
職能資格制度や年功主義賃金・昇進制度など、かつて日本企業が採用してきた制度

は、Arthur and Boyles（2007）のいうプログラムレベルに相当し、これは「長期雇用
保障＋年功に基づく評価処遇」といったポリシーに立脚している。社員の雇用を長期
的に保障し（長期雇用保障）、社員が組織に対して長期間所属することを高く評価す



る（年功に基づく評価処遇）というポリシーがまずあって、それを体現し実行するた
めの具体的な仕組みが、職能資格制度や年功主義給与・昇進だったわけである。 
そしてこうしたポリシーよりもさらに深部に存在し、人材マネジメントを支えてい

るのが Arthur and Boyles（2007）のいうHRの基本原理である。基本原理とは、「人
的資源を企業価値を生む源泉と捉えるかコストとして考えるかどうか」であったり、
「会社と社員の関わり合いをどのように捉えるか」であったりというように、そもそ
も人材というものを、また企業と人材との関係をどのように捉えているかという点に
関する企業の価値観や信念である（Arthur and Boyles, 2007）。会社と社員とがお互
いに何を求め合うのかという事に関する合意である心理的契約は、Arthur and Boyles
（2007）のいう基本原理に相当する。他ならぬ我が社において、会社と社員はお互い
に何を求めあっているのか。社内において高い評価を受け、長期雇用されるためには
何が必要なのか。こうした点に関する（暗黙のものであれ、明示的なものであれ）合
意が心理的契約であり、種々のHR プログラムはこの合意の上によって立つ。 
 
３．心理的契約からみた日本企業 
 
無限定性の２つの意味 
 会社と社員の相互期待である心理的契約の観点から見たとき、日本企業の雇用シス
テムまたそれを含む人事管理はどのように理解できるのだろうか。濱口のいう「メン
バーシップ」や鶴のいう「無限定性」は、この観点からどのように理解できるだろう
か。少なくとも２つの側面があるだろう。 
まず第１に、働き方における無限定性は、会社による長期雇用保障との交換で社員

側から差し出されたものであった側面がある。例えば Abegglen(1958)は、戦後間も無
くに書かれた『日本の経営』という書籍の中で、日本企業の特徴が福利厚生といった
具体的なプログラムではなく、「会社と社員の終身の関わり合い」自体にあるとし、
それを「life time commitment(邦訳：終身関係)」と呼んだ。会社側は、極端な状況に
ならない限り社員を解雇せず、社員もまた容易に他の企業に移ることはしない。その
ことがお互いの義務と権利として共有されていることに日本企業の特徴をみたのであ
る。重要なのは、こうした関係性が文章化された契約書無しに維持されてきたという
ことであり、これはまさに日本の経営の基本原理が会社と社員との心理的契約にある
との指摘に他ならない。日本企業においては、「会社側は、極端な状況にならない限
り社員を解雇しない」ということを、社員側と会社側双方がおぼろげながらも理解し



てきた。それと引き換えに社員たちが企業へと差し出してきたのが、勤務時間や勤務
地に関して制約なく働くことということだった。つまり日本企業の人事管理は、会社
側による長期雇用保障と、社員による無限定性の提供の交換という根本原理の上によ
ってたつシステムだったといえる。 
 第２に、無限定性には心理的契約の変更や不履行という側面がある。日本企業で
は、長期雇用保障など一部の契約がおぼろげながらも重視され、守られてきたのに対
して、それ以外の様々な契約については頻繁に変更が行われたり、場合によっては会
社による約束不履行が起こっていたという指摘がなされている（Morishima, 1996; 濱
口, 2014; Hattori, 2018）。例えばMorishima(1996)は、心理的契約を、（１）「長期
雇用保障と無限定の貢献」のように、会社と個人の間の相互期待の中でも特に暗黙的
で抽象的な深層レベルの契約と、（２）特定の福利厚生パッケージの提供や、人材育
成に関わる期待のような具体的かつ表層レベルの契約とに分類した上で、日本企業の
人事管理の特徴は、（１）のレベルにおいて（暗黙ではあるが）合意が成立し、それ
がしっかりと双方によって履行される一方で、より表層部分においては状況に応じて
かなりの程度の変更や不履行が行われてきた点にあると指摘する（Morishima, 
1996）。「雇用保障を受け入れるかわりに子会社への出向・転籍を社員が受け入れ
る」「突然の転勤を受け入れる」など、心理的契約の中身に関する断続的な変更や不
履行が行われたのは表層レベルにおいてであり、それは「長期雇用保障」といった深
いレベルでの契約が維持され続けたからこそ可能であったというのである。つまり鶴
（2016）のいう無限定性には、長期雇用保障と無限定の貢献という深層レベルの契約
履行を前提に、社員側が受け入れてきた心理的契約の変更あるいは不履行という側面
があるのである（図１）。 

 
図１．日本企業の心理的契約の構造 

 
【表層レベル】 
暗黙の合意であり、両者にとって自明ではなく個別の事情に合わ
せて柔軟に変更される。頻繁に不履行が発生。 
 
（例） 
・福利厚生の提供 
・人材育成 
 
【深層レベル】 
多くの社員に適用される暗黙の合意。しっかりと履行。 
 
（例） 
・長期雇用の保障 



・無限定の貢献 
 

 
  
この無限定性こそが、日本企業の人事管理に柔軟性をもたらしてきたのだ。例えば 

出向は、表層レベルでは、採用された時とは異なった企業に移るという意味で契約不
履行として認識されるかもしれないが、社員側が受け入れる限り、それは企業にとっ
て雇用調整の重要な手段となりうる。採用時点でお互いの相互期待がほとんど明確に
されないという意味で「空白の石板」のような曖昧な性格をもっており、それだけに
およそあらゆる事項に関する無限定の受容を要求されることになるわけである（濱口, 
2014）。しかもその無限定性は、およそ全ての正社員に適用されるという意味で、企
業内には単一の契約が存在したといえる。 
 
基本原理の不在 
そうであれば、人材の多様化が日本企業に対して持つ意味は重大である。HR プロ

グラムやポリシーは、基本原理としての心理的契約を前提としており、従ってプログ
ラムやポリシーの変更は、それとの整合性をと考慮して実施されなければならない。
日本企業がこれまでとは異なる多様な人材を組織へと取り込むことを志向しているの
だとすれば、Abegglen(1958)や Morishima(1996)が指摘したものとは異なる新しい契
約が必要になるわけである。 
 にもかかわらず、日本企業は、この点に関して明確な方向性を提示することができ
ていないのではない（服部, 2016b）。「実力主義型終身雇用」を打ち出したサイバー
エージェントなど幾つかの例外はあるものの、多くの企業は基底となる原理を欠いた
まま、人材マネジメント施策の修正・変更を行ってきたのではないだろうか。日本企
業は、社員と会社の関わり合いがこれまでとは違うものになりつつあるということは
示しているが、それがいったいどのようなものか、社員との間にどのような関係を築
こうとしているのかという点に関して、明確な答えを持たぬままに、より表層的なポ
リシーでありプログラムレベルの修正・変更を行ってきたといえるのである。同時
に、経営学の分野においても、この点に関わる議論は必ずしも十分ではない。90年代
以降に導入されたさまざまな人材マネジメントの管理方法に関わる研究はあるもの
の、その基底をなす原理の変化についての議論や調査は少ない（服部, 2013a; 服部, 
2016b）。 



 人材の多様化が避けられないとして、それはどのような人事管理の基本原理を前提
に、どのようにマネジメントするべきなのか。そのマネジメントは、いつ、誰によっ
て、どのように行われるべきなのか。こうした問題について、心理的契約の概念を手
掛かりに議論していくことが、以下の目的となる。 
 
４．「多様な働き方」がもたらすもの 
 
種々の制約が日本企業の心理的契約にもたらすもの 
 冒頭で述べた多様性への転換は、日本企業の人事管理、とりわけその基本原理をな
す心理的契約に何をもたらすのだろうか。結論を先取りすれば、人材の多様化は、社
員の様々な制約に対応しているという意味で、日本企業の心理的契約を（１）個別的
かつ（２）明確で、しかもその制約条件の変化に応じて（３）動的なものにするだろ
う。以下、この点を確認しておこう。 
表．２は、様々なタイプの社員が、働き方に関してどのような制約を抱えているか

ということをまとめたものである。例えば育児中の社員は、労働時間の総量が制約さ
れるだけでなく、職場や住居の地理的条件や物理的作業条件、転勤を伴う異動といっ
た点で制約を持つだろう。対して特定の宗教を信仰する人材の場合には、労働時間の
総量や職場の地理的条件には制約がないが、宗教的行事のために労働時間中に分断が
生じる、食事や宗教的儀式のために特別な施設が必要になる、といった全く異なる種
類の制約が発生するかもしれない。 

 
表．２ 働き方における多様な制約 

 制約の種類  
 
制約の変
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総
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ーション 

 
 
 
 
 
 
 
人 
材
の
タ

妊娠・赴任治療   ○         ○ 
育児 ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○ 
介護 ○   ○ ○  ○     ○ 
病気 ○   ○ ○       ○ 
身体障がい  ○    ○       
知的障がい ○ ○         ○  
精神疾患 ○ ○         ○ ○ 
シニア ○  ○     ○     
外国籍 ○ ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○  
通学（MBA
等） 

○   ○ ○  ○     ○ 

エリア志向    ○ ○  ○     ○ 



イ
プ 

LGBT  ○    ○    ○   
宗教  ○    ○    ○   
途中退社   ○     ○    ○ 
稀少人材  ○       ○   ○ 
副業（メイン） ○           ○ 
副業（サブ） ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○ 
無限定正社員             

注 1. ○はその項目に関して、当該カテゴリーの社員が何らかの制約を抱えていることを指す。表中で分
断とは、労働時間中に何らかの理由で作業の中断が起こること（例えば、特定の時間に宗教的儀式を行う
必要があるなど）、職場とは働く地理的な場所、設備とは職場に何らかの物理的な施設（例えば、託児所
であったり、障がい者用のトイレであったり、宗教亭儀式を行う場所であったり）、価値とは、企業が掲
げる価値（例えば経営理念に反映される価値）を、当該カテゴリーの社員が受容しない、あるいは受容す
ることに関して会社側がコントロールできないことを、それぞれ指す。一番右にある制約の変動性とは、
それぞれの人材のタイプが抱える制約諸条件が時間の経過とともに変動しうる（つまり条件が変更にな
る）可能性が高いことを表す。 
注 2.人材タイプに関して、「途中退社」とは、家庭や家業の都合などでキャリアの途中でその企業を退社
することがあらかじめ決まっていること、希少社員」とは、企業にとって極めて重要性が高いが、極めて
希少な技術なりスキルをもっていること、副業（メイン）とは自社に所属しつつ、他所で副次的に業務に
従事している人材、副業（サブ）とは他所で主たる業務に従事しつつ、自社で副次的に行うに従事してい
ることを、それぞれ指す。 

 
様々な制約を抱えた社員を社内に取り込む時、企業が社員との間に結ぶ心理的契約

は自ずと個別的（idyosyncratic）なものとなる。働き方における制約は、そのまま、
会社との心理的契約へと反映されるはずだからである。例えば社員の中には、育児中
であり、かつ特定の宗教を信仰しているというように、複数の人材タイプに該当する
ものも少なくないだろう。こうした種々の制約条件、あるいはその組み合わせに応じ
て、会社の中に様々な契約が成立することになる。これが個別的という意味である。 
加えてこの場合、心理的契約はこれまで以上に明確（explicit）なものとなる。

Morishima(1996)の指摘にみられるように、これまでの日本企業の心理的契約は、
「社員に対する長期雇用保障」といった深層部分の項目も含めて、極めて曖昧なもの
であった。会社による長期雇用保障と社員による無限定の貢献の交換という心理的契
約を根本原理として、その上によってたつシステムであったのであるが、そもそもそ
のことが会社と個人双方にとって明確な言葉として語られることは稀であった。そし
て深層の契約が守られている限りにおいて、その他の表層的な契約の変更や不履行は
許容されてきた（Morishima, 1996; 服部, 2013a, 2013b）。ところが制約を抱えた社
員については、お互いが「何を提供して欲しいか」に加えて、「何に制約を抱えてお
り、したがって何を提供できないか」ということを、事前に明確に合意しておくこと
が求められる。育児中の社員であれば、他の社員よりも短時間の労働となることや、
転勤を伴う異動を受け入れられないということ（何を提供できないか）、職場や住居
の地理的条件や物理的作業条件に関して会社側に特別な配慮を求めること（何を提供



して欲しいか）に関する明確が合意が欠かせない。また特定の宗教を信仰する人であ
れば、宗教的行事のために労働時間に断絶が生じること（何を提供できないか）に加
えて、食事や宗教的儀式のために特別な施設が必要になる（何を提供して欲しい
か）、ということを事前に確認しておかなければならない。心理的契約は、必然的に
具体的になっていく。 
しかもこうした合意の中身は、時間の経過とともに変動する（dynamic）。表．２

にあるように、種々の人材のタイプが抱える制約は時間の経過とともに変更になる可
能性が高い。例えば妊娠や育児は働く者に一時的な制約を課すものの、その制約は一
定の期間を経たのちに必ず消滅する。このように制約条件は決して固定的ではないか
ら、ある時点で成立した「何かを提供して欲しい」あるいは「何かを提供できない」
という契約もまた、柔軟に変更される必要がある。 
 つまり人材の多様化にあって、会社と社員の心理的契約とは、 
 
（１）社員それぞれの制約条件を織り込んだという意味で個別的で、 
（２）会社と社員双方が何を与える事ができ、何を与えることができないのかを事前 

にクリアにするという意味で具体的で、 
（３）しかし会社と社員が変化するということを前提とするという意味で動的な 
ものとなっていく。これは全ての項目が会社と個人の直接の交渉の対象となっており
両者にとって自明だという意味で、Morishima(1996)のいう表層レベルの契約といえ
る（図２）。 
 
 
図２．人材の多様化における心理的契約の構造 
【表層レベル】 
個々の社員の制約に合わせた具体的で、個別的で、動態的な契約 
 
（例） 
・１日５時間の勤務 
・海外 MBA 取得への援助 
・特別の宗教儀式のための施設提供 
 
【深層レベル】 
一部のみ限定正社員においてのみ残存？ 
 
（例） 
・長期雇用の保障 
・無限定の貢献 
 



 
４．マネジメントの基本モデル 
 
 「長期雇用保障」を核としたこれまでの心理的契約は、少数の項目への合意がほぼ
全ての社員との間に行われるため、その合意を形成するコストが低い。また多くの項
目が空白のまま雇用関係がスタートするため（濱口, 2004）、契約の維持コストも低
くなる。多くの社員が「会社との間に相互期待が成立している」という自覚すらない
ままに、キャリアをスタートさせて来たのだ。もし仮に会社による契約の不履行が起
こったとしても、社員にとってそれは「仕方のないこと」として処理される。欧米の
研究では会社による不履行が、社員の離職やコミットメントの低下といった深刻な事
態を招くことが実証されて来たが（服部, 2013b）、日本においてはその不履行のコス
トが社員側によって吸収されてきたのかもしれない。換言すれば、会社が提供する
「長期雇用保障」が他の契約の不履行を相殺するほどの大きな意味を持っていたので
あり、それが良くも悪くもこれが日本企業の人事管理に柔軟性をもたらしてきたの
だ。 
これに対して、多様な制約を抱えた多様な個人との心理的契約は、その明確性ゆえ

に、双方にとって納得のいく合意に達するまでのコスト（合意を形成するコスト）や
それを維持するコスト（相手側の契約履行状況に関するモニタリング・契約維持のコ
スト）が高くなる。このように新しい心理的契約が、明らかに、これまでよりも高い
管理コストを組織にもたらすとすれば、会社はどのように形成・維持していくべきな
のだろうか。以下では、このことを考えてみたい。そのためにはず、組織におけるマ
ネジメント・システムの全体についての説明からはじめよう。 
 
マネジメント・システムの基本モデル 
会社に限らず組織において人を動かすルートには、大きく 2 つがあると言われてい

る（伊丹, 2007）。 
1 つ目は，人々が働く状況・環境を設定することによって、全体的かつ間接的に

人々に影響を及ぼすルートであり、これをマクロ・マネジメントと呼ぶ（図３）。
人々が仕事をしていく際の、様々な「枠組み」を作ることである。マクロ・マネジメ
ントはさらに、組織マネジメントと人事管理（human resource management: HRM）
に分類される 1。組織マネジメントとは、例えば、機能別組織、事業部制組織、マトリ

                                         
1 伊丹（2007）はここに、戦略マネジメントを加えている。これは組織の行う事業活動の



クス組織など、組織の中の役割の体系と、権限と報告の体系を決定することである。
組織の構造が決まれば、誰がどこで誰と共に働くかということが自ずと決まってく
る。また文化や理念を醸成・維持することも、組織マネジメントの重要な側面になる
が、いずれも、主として経営陣によって担われる。これに対して人事管理は、主とし
て人事管理部門によって行われる。すでにみたように、目標管理制度や年功主義型給
与・昇進制度や退職金制度といったプログラムの設計とその運用を通じて、メンバー
の意識や行動に対して影響を与えようとするのだ。 

2 つ目は、社員に対して直接影響を及ぼすルートである。これをミクロ・マネジメ
ントと呼ぶ（伊丹, 2007）。職場に置いてメンバーと直接の相互作用を行いながら意
識や行動影響を与えるマネジャーの行動、職場の風土やメンバー相互の関係性のアレ
ンジメントを通じて影響力を行使するやり方がこれにあたる（鈴木, 2006）2。 

 
注目されるセルフ・マジメント 
 マクロ・マネジメントやミクロ・マネジメントは、いずれも組織側による社員のマ
ネジメントである。これに対して 2000 年以降、社員自身によるマネジメントへと注
目が集まっている。 
例えば Wrzesniewski and Dutton(2001)は、従業員一人ひとりが、仕事に対する捉

え方や行動を主体的に修正していくことで、退屈な作業や「やらされ感」のある仕事
をやりがいのあるものへ変容させる手法としてジョブ・クラフティング（job-
crafting）という概念を提唱している（Wrzesniewski and Dutton, 2001;森永, 2010）。
これは仕事の現状を可視化して整理し、自分の動機や強み、自身の能力を明らかにし
た上で、業務内容や人間関係、仕事に対する認識を組み直すことに関わっており、そ
うしたプロセスを通じて、会社や上司の指示・命令ではなく、働く人々が自分自身の
意思で仕事を再定義し、そこに自分らしさや新しい視点を取り込み、モチベーション
やパフォーマンスの向上につなげるという考え方である。 
モティベーションの領域でも、社員自身によるモティベーションの向上への注目が

集まっている（金井, 2004; 池田, 2017; 池田・森永, 2017）。たとえば Carver and 

                                         
内容の枠作りのことであり、これが決まることで、組織の中の人々はその大きな活動の枠

の中で種々の事業活動に専念することができるようになる。 
2 経営学の体系との対応でいえば、組織構造や組織文化、経営者のリーダーシップと
いったマクロ組織論と呼ばれる領域が組織マネジメント、採用・育成・配置といった
施策を扱う人的資源管理論が HRM、現場マネジャーのリーダーシップや職場のグル
ープ・ダイナミクスなどに注目する組織行動論が注目してきたのがミクロ・マネジメ
ントである。 



Scheier（1998）の自己制御理論は、個人がある行動についての情報を獲得し、その情
報に基づいて何らかの調整を行うことに注目する。課題遂行のプロセスにおいて、自
身の現状に関するフィードバックを得ることで、望ましい状態との比較によってその
現状が評価される、その後の調整プロセスが行われるというのである。個人のモティ
ベーションに対して他ならぬ個人自身が積極的な役割を果たしうる、という視点であ
る。 
組織社会化の領域にいても、組織が個人を社会化するという側面に加えて、個人を

社会化の担い手として捉え直し、その積極的役割に注目する研究が表れ始めている 
(小川, 2005; Kim, Cable, and Kim, 2005)。こうした社員の能動性に関わる議論は、組
織社会化以外の研究領域でも用いられることで、その定義や意味内容、適用範囲が多
様化し、拡大している(Crant, 2000)。 
またキャリア論の分野では、バウンダリレス・キャリア（boundaryless career）や

プロティアン・キャリア（protean career）の名の下に、組織の境界にとらわれない新
しいキャリアのあり方への注目が集まっており、そこでも個人による自己統制の重要
性や指摘されて来た（Defillipi and Arthur 1994; Arthur 1994; Arthur, Inkson, and 
Pringle 1999）。例えばプロティアン。キャリアとは、地位や収入といった客観的な
価値ではなく、個人的な価値に基づく心理的成功（psychological success）を重視する
キャリア概念であり、会社ではなく個人によってキャリアが主導されることに注目す
る（Hall, 2004）。バウンダリレス・キャリアも、キャリアのデザインに関する個人の
能動性を喚起することの重要性を強調している点において共通している（Hall and 
Mirvis 1996）。 
組織行動論や産業・組織心理学領域におけるこうした展開は、組織の中の個人の行

動が、会社側の種々のプログラムや周囲の人間関係、あるいはパーソナリティのよう
に個人にとって如何ともしがたい要因ではなく、他ならぬその個人自身の認知的努力
によってある程度決定される、という事実に注目したものと言える。組織の中の人間
行動を、経営者が人事部による仕組みを通じてマネジメントするのがマクロマネジメ
ント、直属の上司や職場の直接的な人間関係によって行うのがミクロマネジメトだと
すれば、これは社員自身による自己統制（self-regulation）であり、いわばセルフ・マ
ネジメントといえるのである（図３）。 
図．１にあるように、マクロ・マネジメント、ミクロ・マネジメント、そしてセル

フ・マネジメントは全体として１つのシステムとして成立している必要がある。同時
にこれらは、同じ機能を遂行するための、機能的等価物（Merton, 1954）という側面



もある。例えば、社員のモティベーションを喚起するために、会社としては（１）
HRM により何らかの仕組みを作る、（２）上司や同僚によって鼓舞する、（３）社
員自らが自己統制するように仕向ける、といった複数の選択肢を持つのである。 
 
図．３ マネジメント・システムの基本モデル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．多様な契約のマネジメント 
 
求められる３つのマネジメント：エントリー、メンテナンス、エグジット 
 心理的契約のマネジメントの話に戻ろう。心理的契約が個別的で明確で動態的なも
のになっていくとして、会社としてはそれをどのようにマネジメントすれば良いのだ
ろうか。これまでの心理的契約研究は、会社と社員との心理的契約が整理する組織参
入時点においてどのように契約が成立するかという点（Schein, 1978; Rousseau, 1995; 
服部, 2013a; 2013b）、そして成立した契約が一方によって不履行されたとき何が起こ
るか（服部, 2013a; 2013b）という点に注目してきた。 
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会社内で相互期待の中身にそれほどバラツキがなく、一度成立した契約が変化する
ことを想定していない場合には、それでもあまり問題がない。この場合、採用から組
織社会化段階に至るエントリー時点でのマネジメントこそが重要になる。会社内でそ
れほど分散がなく、ところが個別的で明確で動態的な契約の場合には、契約の成立時
点だけでなく、その後のプロセスにも注目する必要がある。本稿では、エントリーマ
ネジメントに加えて、メンテナンスマネジメント、エグジットマネジメントという少
なくとも３つが必要になると考える（表３）。そしてこれらは、マクロ、ミクロ、セ
ルフマネジメントが相互に補完しつつ、全体として担っていくになっていくという発
想が必要になる。 
  
HRM によるエントリー・マネジメント 
 エントリーマネジメントとは、自社が求める人材と出会い、その人材を評価し、自
社への入社を決断させ、採用後に組織へと適応させるための一連のプロセスを指す
（Wanous, 1991; 金井, 1994）。心理的契約の観点から言えばこれは、「誰と契約す
るか」の選択と、心理的契約の形成を意味する（表３）。すでに書いたように、採用
時点で会社と社員の心理的契約が完全に形成されてしまうことはあまりない。募集広
告や説明会、選考時のコミュニケーションは、個人が会社との相互期待を理解するの
に重要な意味を持つが、多くの研究が示すようにそうした期待にはしばしば非現実的
なものも多分に含まれることになるから（Wanous, 1991; 金井, 2002）、どうしても
入社後の微調整が必要となる。また、仮にそうした微調整を行なったとしても、入社
前の期待と入社後に直面した現実との落差によるリアリティ・ショックの発生は避け
られないかもしれず、そのフォローを行うこともエントリー・マネジメントの重要な
役割になる。 
 エントリー・マネジメントの担い手となるのは、まずもって、採用をはじめとする
HRM である。人材の募集に先立って自社にとって必要な人材要件を特定、採用HP
をはじめとする種々の広告や説明会、面接を通じて求職者との正確な情報交換を行う
ことで、期待のすり合わせを行うこと（金井, 1994;服部, 2016）、また入社後にも、
新人研修や種々のイニシエーションの場面、当人の制約条件に合わせた適切な配属を
行うことを通じて新人の適応に貢献することまずもって人事部門によって行われる必
要がある。 
働き方の多様化においてとりわけ重要になるのが、個別の制約条件に合わせた心理

的契約の形成であろう。すでに述べたように、多様性の下では、お互いが「何を提供



して欲しいか」ということと、「何を提供できないか（相手に何を差し出すことがで
きないのか）」ということを、事前に明確に合意しておくことが求められる。個別具
体的な相互期待を、エントリー段階で明確にし、個人が抱える制約を双方の明確な心
理的契約へと落とし込む作業が、HRMには求められる。 
その際に必要になるのが、心理的契約の提唱者でもあるDenise Rousseauが提唱し

た I-deals という考え方である。これは個別的・特異的という意味をもつ idiosyncratic
と、理想的という意味をもつ ideal を組み合わせた造語であり、要するに、社員の個々
の事情に配慮し、他の社員とは異なる扱いを許容すること、ただしその際、その人を
単に特別扱いするだけでなく、その特別扱いによって会社側も本人も、そして会社内
の他者にとってもメリットがあるものにしていこうというやり方である。家庭の事情
により一日に５時間しかも自宅でしか働けないが、その時間は他の社員よりも高い成
果を上げる人がいたとして、その人を、他の人とは全く別の勤務条件によって雇用す
ることで結局、組織全体に利益がもたらされる、というような状況である。I-deals
は、心理的契約の成立において、雇用される個人と会社側だけではなく、その個人の
周囲にある第三者も含めた視点が必要になる。上記の例で言えば、なぜそのような人
が必要で、そこになぜ周囲の人とは異なる、特別の勤務時間を認めるのか。仮にそう
した人材を採用した場合、それ以外の社員にはどのようなメリットがもたらされるの
かについて、説得力のある説明をしていかなくてはならない。ここで重要になるの
が、「何をもって会社への貢献とするか」ということである。上記の例で言えば、長
時間同じ職場で過ごすことを貢献とみなす文化があれば、職場での労働時間を個別に
変えることはそもそも難しい。時間的な制約を抱えた社員が 1 人だけ早く帰宅するの
を、「当たり前」と思えるかどうか。企業は個人にどんな貢献を期待し、個人は企業
にどのような貢献するかを個別に明らかにした上で、時と場合に応じて降格や報酬が
下がることも含めて対応できるか、も話し合っておく必要があるのである。このよう
に、多様化の下では、エントリーマネジメントが、個人と会社の二者関係（dyad）か
ら、個人と会社と第三者の三者関係（triad）へと拡張する。 
 
ミクロ・マネジメントによるエントリー・マネジメント 
 このようにエントリー段階は、個人が組織との心理的契約を紡ぎだす重要な時期に
なるけれど、そこで全てが明確になるわけではない。心理的契約はその後の組織社会
化の過程の中で、会社からのメッセージ、上司や同僚とのコミュニケーション、フィ
ードバック探索といった手段を通じて、徐々に形成されていく側面がある（Schein, 



1978）。この点で重要になるのが、組織参入後に個人と直接対峙することになる上司
や同僚によるミクロ・マネジメントである（表３）。採用する人材の要件策定には、
実際の配属先となる現場からのインプットが欠かせないし、採用選考において求職者
が実際にその要件を持ちあわせているかどうかを判断する際にも、現場の貢献は欠か
せない。 
 
メンテナンス・マネジメント 
 Morishima(1996)が指摘するように、日本企業においては、「長期雇用保障」とい
った深いレベルでの契約が維持され続けた一方で、表層レベルにおいては心理的契約
の断続的な変更や不履行が行われきた可能性が高い。先行研究においても、日本企業
において心理的契約の不履行が起こらなかったということでは決してなく、むしろ不
履行は頻繁に発生していたこと、ただしそれが深層レベルの重要な契約が堅持されて
きたことによってその影響が表面化しなかったということが指摘されている（服部, 
2013a）。つまりかつての日本企業においては、一旦成立した契約のメンテナンスが
必要でなかったのだ。 
 これに対して、互いの期待が明確になった契約の場合、一方の契約不履行が相手に
とって顕在化しやすく、一回の不履行がより深刻な結果をもたらしかねないため
（Hattori, 2018）、メンテナンスという発想が必要になる（表３）。 
 メンテナンス・マネジメントとは、一旦成立した心理的契約の履行状況の確認を行
うこと、必要であればその内容を社員とのやりとりを通じて再調整（加筆・修正・項
目削除）することであり、その主たる担い手は、個々の社員と直接接することになる
現場におけるミクロ・マネジメントになる。具体的には、社員が知覚している会社に
よる契約不履行、そして社員自身の契約履行状況の確認、個人の制約条件の変化を検
出し、必要であればHRM と連携しながら心理的契約の修正を行うことなどが含まれ
るだろう。 
 HRMの主たる役割は、ミクロ・マネジメントの支援になるだろう。例えば自身の
キャリアの振り返りを行う研修機会は、社員が自身の契約を改めて自覚し、問い直
し、会社との関わりを再認識するきっかけとなることが実証されている（服部, 
2011）。 
 
エグジット・マネジメント 



 もう１つ、多様化する心理的契約において重要になるのが、契約の終わりに関わる
マネジメントである。「長期雇用」を核としてかつての心理的契約にあって、契約の
終わりという発想は希薄であった。契約の満了はすなわち心理的契約そのものの終わ
りであり、それは同期に入社したすべての正社員において同時に発生するものであっ
たからだ。 
 ところが「長期雇用」を必ずしも前提としない関係にあっては、「終わり」の問題
が極めて重要になる。エグジット・マネジメントとは具体的にどういうものだろう
か。まず第１に、雇用継続が可能な人材と不可能な人材の識別である。仮に全ての社
員に対して雇用の継続を提供できていないのであれば、会社への貢献とは何か、その
基準を明確にし、社員とも共有した上で、その基準に従って誰との契約を継続するか
を決定する必要がある。裏を返せば、解雇要件の明確化ということになる。仮に社員
を解雇する場合であっても、そのことが自社の評判の低下につながることのないよう
にすることであるこのプロセスを丁寧に行うことがレピュテーション・マネジメント
という意味でも重要になる。雇用継続をしない社員との間の「良好な別れ方」をする
ことに関わっており、これにより、将来時点でその人の能力・スキルが必要になった
際に際雇用という選択肢を残すことになる。 
第２に、ある特定の項目について会社による履行が難しくなった場合の、冷却と代

替案の提示である。年功昇進というポリシーを採用していた時期であれば、多くの社
員にマネジメントのポジションが用意されていたが、これが提供できなくなった場
合、例えば社内で専門職としてのキャリアを用意したり、社外での活躍の場を提供し
たりするなど、これまでの合意内容とは異なる内容での「すり替え合意」（高木, 
2008）と行うことが重要になる。 
 
表３. エントリー、メンテナンス、エグジット・マネジメントと心理的契約への含意 

 エントリー・マネジメント メンテナンス・マネジメント エグジット・マネジメン
ト 

心理的
契約へ
の含意 

「誰と契約するか」の選択と、 
明確な心理的契約の形成 

心理的契約の履行状況の確認
と、必要に応じての再調整（加
筆・修正・項目削除） 

「誰との契約を維持する
か、誰との契約を終える
か」という契約の満了、
途中解除、再締結 

HRM の
役割 

自社にとって必要な人材要件の特定 
求職者との正確な情報交換による期待
のすり合わせ（個人の制約への対応） 
エントリー時のリアリティ・ショック
への対応 
求職者の正確なアセスメントによるマ
ッチング 

ミクロ・マネジメントの支援
（契約不履行の検出、現場への
アラート、再配置、育成機会の
提供） 
 
 

雇用継続者の選抜 
雇用継続者の再加熱 
非雇用者の冷却と契約解
除のためのすり替え合意 
非雇用者の代替的選択肢
の考案 
解雇時のリピュテーショ
ン・マネジメント 



ミク
ロ・マ
ネジメ
ントの
役割 

人材要件策定への貢献 
採用プロセスへの積極的関与による期
待/能力すり合わせへの貢献 
円滑な組織社会化（仕事の与え方、フ
ィードバックの提供など） 
I-deals によるトライアド・マネジメン
ト 

契約不履行への対処、再配置、
制約条件の変化への対応 

雇用継続者の選抜 
雇用継続者の再加熱 
非雇用者の冷却と契約解
除のためのすり替え合意
非雇用者の代替的選択肢
の考案 

セル
フ・マ
ネジメ
ントの
役割 

自己選抜 
現実的な情報収集活動による期待のす
り合わせ 
自身の能力の正確な把握による自己選
抜と能力の伝達スキルの形成 
制約に合わせた条件獲得のための交渉
スキルの形成 
円滑な社会化のための情報探索 

自己選抜 
外部の学習コミュニティへの参
加、スキル・能力の形成 
制約条件の変化の自覚と組織側
との交渉 
 

自身の能力の正確な把握
に基づく雇用継続可能性
の判断 
自己選抜 
雇用継続を希望するなら
ば能力・スキルの形成 

コミュ
ニティ
の役割 

就職（転職）に関する情報提供 
労働市場での当該人材の価値に関する
情報提供 
 

知的刺激の提供 
スキル・能力伸長機会の提供 
所属企業を相対化する機会の提
供 
労働市場での当該人材の価値に
関する情報提供 
情緒的安定性の提供 

労働市場での当該人材の
価値に関する情報提供 
キャリア・リスクに対す
る心理的安全の提供 
再雇用・転職のためのス
キル・能力伸長機会の提
供 

 
 社員が様々な制約を抱え、多様な心理的契約が存在するとになると、これら３つマ
ネジメントを担う人事担当や職場上司の管理コストが引き上がる。そこで注目される
のが、社員自身によるセルフ・マネジメントと、社外コミュニティの存在である。 
 
６．ますます求められるセルフ・マネジメント 
 
 すでに述べたように、多様な心理的契約の束からなる企業にあっては、マネジメン
トコストの削減という意味でも、社員自身によるセルフ・マネジメントが重要にな
る。個人によるセルフ・マネジメントと組織側によるマクロ/ミクロマネジメントとの
関係について、多くのことがわかっているわけではないが、適切なセルフ・マネジメ
ントが組織によるマネジメントのコストを低下させることが、これまでの研究によっ
て部分的にではあるが示されている。先に述べたように、これらは機能的等価の関係
にあるのだ。 
例えば、Kim, Cable, and Kim(2005)によれば、社員自身による能動的な行動によっ

て、会社側による組織社会化の効果が高まり、会社側の組織社会化コストが低下す
る。具体的には、社員が肯定的なフレーム（物事のプラス面を見ようとすること）を
持ち、一般的な関係構築（社交の場に参加し、積極的な人間関係を形成すること）を
することによって、社会化のプロセスもスムーズになり、会社側による組織社会化の



コストが減るというのだ。またすでに紹介したように、バウンダリレス・キャリアの
研究においては、組織の境界にとらわれないキャリアを指向するためには、もはや組
織による一方的な管理だけでは不十分であり、それが Knowing why、Knowing how、
Knowing whom といった個人の能力によって補完される必要があることが指摘されて
いる（Sullivan and Arthur, 2006)。働く個人によるセルフマネジメントが、組織によ
るマクロ・ミクロマネジメントのコストを逓減させうること、またこのような両者の
相互補完性は、会社との関わり方が多様化し、全ての社員に対して一律の管理を行う
ことが難しい状況ほど有効であるということである。 
 
エントリー・マネジメントへの含意 
ではセルフ・マネジメントは、マクロ、ミクロマネジメントのコストをどのように

削減するのか。エントリー、メンテナンス、エグジットのそれぞれについて考えてみ
たい。 
服部（2016a）も指摘するように、多くの企業において採用活動が極めて労力のか

かる業務となっている１つの理由は、求職者が、企業の具体的な実情よりも全般的な
印象によって企業へのエントリーの意思決定を行うことにより、候補者群の中に極め
て多くの不適格者が含まれてしまうことにある。これは一方で、企業側が提供する情
報の不足によるものであるが、他方でそれは求職者自身の情報リテラシーと、自分自
身の能力・スキルに関する正確な理解の不足にも起因する問題である。Wanous(1991)
も指摘するように、企業側が正しい情報を提供し、かつ求職者自身にその情報を適切
に処理するだけの能力があれば、企業に合わない人材が自らエントリーを抑制すると
いう、自己選抜（self-selection）が作動するはずである。また反対に、個人側の情報
リテラシーが向上すれば、その企業に適した個人のエントリーの確率を上げることに
つながるだろう。このことが、入社後の形成される心理的契約をより明確かつ、現実
に即したものにすることに寄与する。 
 求職者の交渉スキルの向上もまた、明確かつ歪みのない心理的契約の形成に寄与す
る。日本企業の調査では、転職活動を経験したことのない個人は、それを経験した個
人に比べて、新しい所属先との交渉スキルが低く、そのために採用段階で現実的な合
意に至ることができず、結果、入社後に組織に側による心理的契約の不履行を知覚し
やすいことが示されている（服部, 2013a）。これもまた、一方で企業側のエントリー
マネジメントの問題ではあるが、他方で、心理的契約日本のビジネスパーソンの交渉
能力の低さの結果でもある。社員との契約は人事担当者や現場上司だけの努力による



ものではなく、そうした企業側のエージェントと当該社員との共同作業である必要が
ある。そのためには、働く上での自らが追い求める目標、そして自身が抱える制約を
正確に理解すること、それに基づいて会社との間に現実的で明確な心理的契約を取り
交わす交渉力を持つ必要が、個人には求められる。 
 このようにして、明確で具体的な心理的契約の形成のために採用段階で作られた相
互期待を現実的で実効性のあるものへと仕上げられるのが組織社会化プロセスにおけ
る情報探索活動である（Schein, 1978)。採用段階での曖昧な期待や非現実的な期待
は、入社後の上司や周囲の他者とのやりとり、そして会社が発する種々の情報を摂
取、解釈した結果として、心理的契約として結実する。この時期は、個人が自らの社
内での評価に関する周囲からのフィードバック探索活動が最も活発化する時期でもあ
り、こうした行動も、明確で現実的な心理的契約の形成に寄与する。 
 
メンテナンス・マネジメントへの含意 
心理的契約の研究者たちも指摘するように、用意周到に行ったとしても、採用後の

心理的契約の不履行やズレはどうしても発生する（Rousseau, 1989; 服部, 2013a）。
社員と会社側双方の事情は変化するから、せっかく採用時点で明確にした契約が社後
に再調整を迫られることも十分にありうる。この再調整こそが人事や職場上司による
メンテナンス・マネジメントなのだが、この点に関しても、社員自身の貢献が欠かせ
ない。 
例えば社員には、自らが抱える制約を明確に理解すること、またそれに変更が生じ

た場合にその点を会社側と共有し、新たな心理的契約へと更新する交渉を行うことが
必要になる。また社員には、もし当該組織での長期雇用を望むのであれば、組織に対
して貢献し続ける人材であり続けるために、自己の威力・スキルを継続的に磨き続け
る努力が求められる（Gratton, 2016）。会社側の責任において形成される能力スキル
とはなんであり、自らの努力によって形成するべきものはなんであるかということを
明確に理解し、後者については責任を持って形成することが必要になる。もし仮に組
織側による不履行が発生した場合には、その点をしっかりと指摘し、会社側との対話
の中で問題の解決を図ることも必要になるかもしれない。 
会社との契約を履行し続けるための努力もまた、社員側の重要な責任となるだろ

う。会社と社員の相互期待である心理的契約の履行責任は、会社側だけでなく社員側
も負っているわけだが、あわせて、履行責任を果たすための努力もまた、双方の責任
である。とりわけ重要なのが、契約を履行し続けることのできる能力・スキルの形



成・維持である。会社に貢献し、自らの責任を果たし続けるためには、その相応の努
力が求められる。特定の企業の中で形成され、活用される企業特殊的なスキルであれ
ば、その形成の責任は会社側にあるのかもしれないが、より一般的なスキルについて
は社員自身が社内外の学びの場を通じて形成していくことが求められるだろう。いず
れにしても重要なのは、どのスキル・知識が会社の責任によって形成され、どれが社
員側の責任であるかということを、お互いの心理的契約として明確にしておくことで
ある。 

 
エグジット・マネジメントへの含意 
エグジットマネジメントにおいても、社員自身の貢献が重要になる。当該企業では

自身の目的が達成できないこと、あるいは少なくとも、自らが期待するものがそこで
は手に入らないことが判明した時には、自ら雇用関係を解消し、他所へと移ることが
必要になるだろうし、反対に、自分自身が企業からの期待に応えられないのであれ
ば、自ら自己選抜をすることで、他の選択肢を検討しなければならないだろう。当該
組織での雇用継続を望むのであれば、組織に対して貢献し続ける人材であり続けるた
めに、自己の威力・スキルを継続的に磨き続ける努力が求められる。より正確には、
会社側の責任において形成される能力スキルとはなんであり、自らの努力によって形
成するべきものはなんであるかということを明確に理解し、後者については責任を持
って形成することが必要になる。 
要するに、会社との間に明確な心理的契約を形成し、維持し、必要であればそれを

変更したり、終了させたりすることに関して、他ならぬ社員自身が積極的な役割を果
たすことが求められていくということである。もちろん、会社がそうであるように、
個人もまた自らの利益を追求しようとするから、セルフ・マネジメントが企業にとっ
て望ましい結果をもたらすとは限らない。だからこそ、マクロマネジメント、ミクロ
マネジメント、セルフマネジメントの機能的な等価性に注目し、どれが何を担うの
か、責任は誰にあるのか、ということを明確にすることが求められるのだ。 
 
鍵を握る社外コミュニティ 
社員自身によるセルフ・マネジメントを力強く支えるのが社外のコミュニティであ

る。ここでいう社外コミュニティとは、雇用関係にある組織の外部にあって、知識・
アイディア・スキルの提供や交流をもたらす場を広く指しており、勉強会、外部セミ
ナー、大学院や ビジネススクールなど、多様なものを含んでいる。その種のコミュ



ニティもまた、マクロマネジメントと機能的に等価な関係にある。本稿の文脈に関連
して、この種のコミュニティの機能は少なくとも３つある。 
１つ目は、業務遂行のためのアイディア・知識・スキルの提供機能である。会社の

枠を超えた外部コミュニティが、個人にとって重要な学びの機会となりうることは、
キャリアデザインや学習、企業家研究などの研究者によって指摘されている（金井, 
1994; Gratton, 2016; 石山, 2018）。ミクロマネジメントが担う現場での経験や、マク
ロマネジメント（HRM）による研修に加えて、個人が組織の外に学びの場を見出し、
そこで積極的に学ぶということが、今後ますます求められていくだろう。個人側では
なく会社側の都合により会社側のタイミングで提供される off the job training とは異
なり、コミュニティでの学びは、個人が自ら欲する時に、自ら欲する学びのコンテン
ツを選び取るという意味で、欲しい時に欲しい学びが得られるリアルタイムな学習機
会となりうる。 
２つ目は、個人に情緒的な安定と、キャリアを歩み続ける活力を提供する機能であ

る（Gratton, 2016）。長期雇用を核とする日本の雇用システムは、社員に対してこの
情緒的な安定を提供してきた側面が強い。ところがこうした社内コミュニティ、ある
いはかつては強固であった地域社会のコミュニティの関係が希薄化した社会にあって
は、それに代替する自己再生のコミュニティを個人が自ら探し出し、あるいは形成す
る必要がある。その有望な供給先が、外部コミュニティなのである。Gratton
（2016）はこれを自己再生のコミュニティと呼んでいる。 
３つ目は、会社との関わり方に関する知識・スキルの提供機能である。会社との関

係が発生するエントリー期において、会社との間にどのような心理的契約を結ぶべき
であるか、そのために、どのように交渉を進めるべきか。キャリア初期の個人は、こ
うした点に関する知識を持たないことが多く、具体的で明確な契約の成立を妨げてい
る側面がある（服部, 2013a）。また他の企業に転職する場合にも、業務を遂行するた
めの知識・スキルに加えて、転職そのものに関する知識・スキルが必要になるが、日
本企業の社員の中にはこの点に関する十分な知識・スキルを持たないものが多い（服
部, 2013a）。日本の場合、会社との交渉によって自らの雇用条件を勝ち取るという意
識がそもそも希薄であること、また社会全体に占める転職経験者の数が少ないため
に、特定の企業内にいる限り転職に関する知識・スキルを獲得する機会が与えられな
いのである。企業の中にあって、会社との交渉に関して、また転職に関する話をする
こと自体をタブー視する傾向もある。そこで重要になるのが、社外のコミュニティで
ある。この利害関係を持たない人々が織りなす場において、就職活動のやり方であっ



たり、企業との交渉のあり方を習得したりすることが可能になる。コミュニティへの
参加は、自分自身と企業との関係を相対化したり、労働市場での当該人材の価値を確
認したりすることにもつながるだろう。 
社外に出て学ぶビジネスパーソンはそうでない人に比べて、所属先組織への組織コ

ミットメントが高いことがわかっており（舘野, 2012）、外部コミュニティへの参加
は決して所属先企業にとってもマイナスにはならない。むしろ、そうした外部コミュ
ニティへの参加を積極的に許容し、人材育成のコストを分散するという考え方が重要
になる。こうした場を、社会的なインフラとして用意して行くことが急務である。 
 
６．おわりに 
  
 最後に改めて、人材の多様化とは何かを考えてみたい。自らの働き方に関する要求
を会社に対して主張しない無限定性こそが日本企業のデフォルト（初期設定）である
という前提に立つならば、2018 年現在の企業が相対している、種々の制約を持った社
員はそこからの逸脱ということになる。その意味で、人材の多様性が求められるよう
になってきた 2018年現在の状況を、「かつては存在した無限定性の消失」と捉える
ことも可能ではある。そもそも「制約」という言葉自体がデフォルトとしての無限定
性を前提とした言葉である。 
 これに対して、そもそも我々は多様な制約の網の中にあるという前提に立てば、現
状に対して少し違った見方ができる。Denise Rousseauの｢当該個人において合意され
た項目や状態に関する個人の信念｣ という定義に現れているように、会社と個人の契
約とは、本来、個々の社員の制約に応じて会社との交渉によって成立する個別的なも
のである。この見方によれば、社員とはそもそも種々の制約を持っており、その制約
に応じてこよう会社との間に明確な心理的契約を成立させるべきであるということに
なる。そして無限定社員とは、会社による長期雇用保障と引き換えに、本来であれば
一人一人が持ち合わせたはずの制約を、社員自身が、あるいはその家族や周辺の近親
者が吸収することによって成立してきた特殊な存在であったことになる。もちろんこ
こで議論したいのは、どちらが正しいか、そしてどちらが良いかといったことではな
い。無限定性を前提とした日本型のマネジメント・システムとりわけHRM システム
が機能した時期は確かにあったが、今はそうではない、という事実である。 
日本企業が直面する人材の多様化が要求するのは、これまでよりも（１）個別的か

つ（２）明確で、しかもその制約条件の変化に応じて（３）動的な契約である。企業



全体としてみれば、これは曖昧な単一の契約ではなく、個別具体的で多様な契約が企
業内に並存することを意味する。これは経済学でいうところの「契約の束（nexus of 
contracts）」という考え方に近い。近代的な個人主義と契約思想が定着しているアメ
リカのような社会にあっては、複数の個人が関わりを持つ場合、当事者同士が自由意
志に基づき、任意に契約を結んで集まりが形成される（服部, 2011）。それは企業に
おいても同様であり、このようにして形成される企業を、経済学では契約の束と捉え
るのだ。契約社会ではない日本には馴染みのない考え方であるが、人材の多様化は、
契約の束であるという基本原理への転換を私たちに要求する、というのが本稿の結論
である。 
 契約とは、当事者たちが描く未来のプロジェクション（投影）である。心理的契約
を明確化する作業とは、会社と社員が一緒になって、お互いが相手から何を得られる
のか、何を得られないのかということを紡ぎ出していくこと、つまり共に未来を作り
上げていく作業に他ならない。「長期雇用」を核としたかつての契約は、「数十年に
渡る個人のキャリアを通じて会社と個人が関わりを持ち続ける」という、遠い未来に
関わる壮大なプロジェクションであった。これに対して新しい心理的契約は、個別的
で具体な近未来を投影するに過ぎない。そこには「数十年」先の未来を映し出すよう
なスケール感はない。むしろそれは、会社と社員とが現実的で明確な近未来につい
て、合意と修正を地道に繰り返していくイメージに近い。そこでも「長期雇用」が消
滅したわけでは決してない。会社と社員がお互いの期待に応え続けることで、関係が
長期に及ぶことも十分にありうる。ただしそれは、かつてのような「目的としての長
期雇用」ではなく、いうならば「結果としての長期雇用」である。 
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